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理 念 等 

 

 理 念  

滋賀医科大学は、地域に支えられ、地域に貢献し、世界に羽ばたく大学として、医学・

看護学の発展と人類の健康増進に寄与することを理念とする。 

 

 使 命  

１．豊かな教養、確かな倫理観、高い専門的知識を有する信頼される医療人を育成する。 

２．研究倫理と独創性を有する研究者を養成し、特色ある研究を世界に発信する。 

３．信頼と満足を追求するすぐれた全人的医療を地域に提供し、社会に貢献する。 

 

 医学科 教育目標  

医学部医学科では、本学の使命のもと、豊かな教養と確かな倫理観を備え、高度な専

門的知識と技能を有し、教育・研究・臨床等の実践の場で中心的な役割を担い、地域医

療、社会福祉、国際社会に貢献する人材の育成を目指しています。 

 

教養と倫理観 

一般教養、医の倫理、行動科学等の講義・実習を通じて、医のプロフェッショナルに

求められる豊かな人間性と確固たる倫理観を醸成する。 

 

専門性 

基礎医学、臨床医学及び社会医学等の講義・実習を通じて、医師・医学研究者になる

ための幅広い知識、技能を涵養する。 

 

科学的探究心と国際性 

研究室配属、研究医養成コース、海外留学等を通じて、科学的探究心や国際的な研究・

医療に貢献する素養を養成する。 

 

地域医療への貢献 

地域医療体験実習、学内外の臨床実習等を通じて、地域医療の意義を理解し、全人的

医療を地域に提供できる能力を養成する。    
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  看護学科 教育目標  

医学部看護学科では、本学の使命のもと、豊かな教養と確かな倫理観を備え、高度な

専門的知識と技術を有し、教育・研究・臨床等の実践の場で中心的な役割を担い、地域

のニーズに合わせた看護職の役割を理解することができる次のような能力を備えた人材

育成を目指しています。 

 

教養と倫理観 

一般教養、医療の倫理、行動科学等の講義・実習を通じて、看護の対象となる多様な

人々の信条、人格、権利を尊重し、確固たる倫理観をもって行動できる豊かな人間性を

養う。 

 

専門性 

看護実践のエキスパートを目指して、健康上のニーズを把握し、支援するために必要

な基本的能力、包括的な保健・医療・福祉の実践における多職種・多機関との連携・協

働の必要性を認識し、看護職としての責任を果たす能力を養う。 

 

科学的探究心と国際性 

問題発見力・論理的思考力を身につけ、国際的見地に立ち、将来の看護専門職リーダ

ーとして成長できる素養を養う。 

 

地域医療への貢献 

国内外の保健・医療・福祉環境の変化に関心を持ち、地域医療に貢献できる能力を養う。 
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る学生

生 科学の 医学 関する 大 学

生 る 方 医学・医 する 会の 医学・医 の

生 科学 福 医 等 る

の の 学の理 医 要 学 ・ ・ を修 する

を 医学の修 意を の を る

１ 医学の修 要 学 を する

２ を の の る

３ 大 る を する の る

４ 医 関 を の医 する意 を

外 る医学・医 の 及び の 生 を通

入学者選抜の 方

る学生 を する 医 を 学

医 を ２ 学 入学 験を る 医 医

で の医 を 事 する を で る

学 選抜

学 の 書 書 志 理 書 び 大学入学共通テスト を

を 大学入学共通テストで 学 を で 理 及び

を 書等の提出書類 で 医 の意

理 等を する

医学 医学科で ・ る の修 を する教 課 を

の 提 す

.  程の 成の方

科目を医学教 科目 外 科目 科目 科学 科目 医

学 入 科目 医学 科目 ・ 会医学 科目

を 学 び する ６ 間を通

医の 要 理 及び科学 を を目

教 課 を する

.  程における ・学 方法に関 る方

フ ッ

６ 間を通 教 医 の る 理 及び 会 を

動科学 生 ・医 理学 を 医学教 科目を 学 び する

医学科 ッ ン・ （入学者の 入 に関 る方 ）

医学科 ・ （ 程の 成 に関 る方 ）
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求める学生像 

近年、生命科学の分野は著しく進歩し、医学に関する知識量は膨大となり、また新たな学問

分野も生まれつつある。一方、医学・医療に対する社会のニーズは多様化し、医学・医療のみ

ならず、生命科学、福祉、国際医療等、様々な分野において、有能な人材が求められている。

このような状況の中、本学の理念に基づき、医療人に必要な学識・能力・技能を修得する素養

を持ち、医学の修得に真摯に、また熱意を持って取り組む、次のような人材を求めている。 

１．医学の修得に必要な幅広い基礎学力と応用力を有する者 
２．十分なコミュニケーション能力を持ち、協調性や他者への思いやりのある者 
３．大いなる好奇心を持ち、自ら考え自ら解決する気概のある者 
４．地域医療に深い関心を持ち、特に滋賀県の医療に貢献する意欲を持つ者 
５．国内外における医学・医療研究の実践及び発展のために、生涯を通じて真摯に取り組む者 

 
入学者選抜の基本方針 

「求める学生像」に沿った人材を選抜するために、一般選抜（地域医療枠を含む）、学校推

薦型選抜（地元医療枠を含む）、第２年次学士編入学試験を行っている。地域医療枠、地元医

療枠では、滋賀県の医療に情熱を持って従事しようとする者を望んでいる。 
 

学校推薦型選抜 
学校長の推薦書、調査書、志望理由書並びに大学入学共通テスト、小論文、面接を総合して

選抜を行う。大学入学共通テストでは幅広い基礎学力を測り、小論文では理解力、思考力及び

表現力を評価し、調査書等の提出書類と面接では地域医療への意欲、協調性、自己表現力、リ

ーダーシップ、倫理観、コミュニケーション能力等を評価する。 
 

 

 

医学部医学科では、ディプロマ・ポリシーに掲げる知識と能力の修得を可能とする教育課程を

以下のように編成し、提供します。 
 

１.  教育課程の編成の方針 
授業科目を医学教養科目、外国語科目、専門基礎科目Ⅰ（基礎科学）、専門基礎科目Ⅱ（医

学導入）、専門科目Ⅰ（基礎医学）、専門科目Ⅱ（臨床・社会医学）、専門科目Ⅲ（臨床実習）

として体系的に区分し、それらを低学年次からくさび型に配置することにより、６年間を通し

て医のプロフェッショナルとして必要な知識、技能、倫理観及び科学的探究心を養うことを目

標にした教育課程を策定する。 

２.  教育課程における教育・学修方法に関する方針 
１．プロフェッショナリズム 

６年間を通じて豊かな教養や医療人としての確固たる倫理観及び社会性を養うため、行

動科学、生命・医療倫理学などを含む医学教養科目を低学年次からくさび型に配置する。

医学科  アドミッション・ポリシー（入学者の受入れに関する方針） 

医学科 カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針） 
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また、医学教養科目に区分する授業科目においては、専門にかかわらず求められる「ジェ

ネリック・スキル（汎用的技能）」を養成する。 

２．専門的な医学知識に基づく問題対応能力 

専門科目Ⅰ（基礎医学）においては、医学の基本的概念の理解を助けるとともに問題発

見･解決能力、自己開発能力を養うため、臨床医学との接続を踏まえた講義形式の授業に加

え、少人数で行う実習形式の授業を実施する。専門科目Ⅱ（臨床・社会医学）における臨

床系授業科目では、疾患の系統的理解を助けるため、授業科目を臓器･器官別に、関連する

分野との垂直的・水平的統合のうえで編成する。 

３．基本的診療技能に基づく全人的医療 

確かな臨床推論能力を養うため、専門科目Ⅱ（臨床・社会医学）において、横断的臨床

領域の具体的な症例を TBL 形式で学ぶ授業科目を導入する（TBL：チーム基盤型学習)。
さらに、全人的医療を提供するための基本的能力を養うため、行動科学に関する授業科目

を医学教養科目として低学年から継続的に配置する。専門科目Ⅲ（臨床実習）においては、

学生が「臨床実習生（医学）」として、教員の指導のもとに診療チームの一員となって診

療に参加し、基本的臨床手技や臨床推論能力を身につけることができるよう、診療参加型

臨床実習を実施する。さらに、より実践的な診療技能を修得できるよう、医学部附属病院

だけでなく、市中病院や診療所での診療参加型臨床実習を実施する。 

４．コミュニケーションと多職種連携 

医学教養科目において、適切なコミュニケーション方法を身につけることができるよう

初年次教育科目を開講する。また、本学看護学科との合同授業科目を複数設置することに

加え、専門科目Ⅲ（臨床実習）において、地域の保健医療福祉施設や医学部附属病院にお

ける実習を配置することで、早期からの多職種連携教育を実施する。その他、教育課程で

は一貫してグループワークや TBL などのアクティブラーニングの手法を取り入れること

によりコミュニケーション能力や協働する姿勢を涵養する。 

５．地域医療への貢献 

専門科目Ⅱ（臨床・社会医学）における社会医学系授業科目では、国内外の保健や公衆

衛生等、人々の健康増進に必要な社会医学の役割と課題について理解を深めることができ

る多様な講義・実習を配置する。また、それらの社会医学系授業科目との接続を踏まえて、

医学教養科目に区分される社会科学系科目を低学年次から継続的に配置することにより、

医療を社会の一部として捉える視点を養成する。さらに、低学年次から継続的にプライマ

リ・ケアに関する講義・実習を実施することに加え、地域医療教育研究拠点病院や県下の

診療所において診療参加型臨床実習を実施することで、地域医療に貢献するための能力を

育成する。 

６．科学的探究心と国際的視野 

低学年から最先端の基礎医学研究に触れる授業科目を配置するとともに、自ら研究テー

マを設定し、国内外で研究活動を行う授業科目を配置することにより、すべての学生が医

学研究を体験し、研究に対する意欲や理解力を養う機会を提供する。さらに、「研究医養

成コース」と連動する授業科目の配置により、学生の興味関心の程度に応じてより深く研

究に関われる環境を整備する。また、国際的視野を養うことを目指し、継続的に英語教育

を実施するとともに、医学研究・臨床実習においてそれぞれ海外研修の機会を提供する。 



− 5−- 5 - 

情報・科学 の 用

る 会 等の ・科学 を理

の 理 を の を 活 で る ６ 間を する

理科学・ 学・ 科学等 関する 科目を する 理・DS・AI 時
の医 教

生 に て に学

医学教 科目 動 学修する 要 学修・ 法を

る を目 する 教 科目を する 医学・医 関 する ・

を入学 期 学生の医学修 の動機 を

. 学 成 の の方

・ ス 学修目 験 験 ト等

方法 の を する 科目

・共 験 CBT・OSCE 医 験 する 験等 時学

修 を する ・ ト の

学修 を する 教 課

医学 医学科で 教 目 る を する の期間 学 の を

修 の を 学生 学 医学 の学 を す

フ ッ

間 る 理 を の を 利 動 医の

の を る で る

医学 に く

る 医学 動科学 会医学 医学の を の

で活 する で る

療 に く 人 医療

を の る を 理・ 会

を 医 を する で る

ンと 職

を ・ の関

を支援する で る

地域医療 の

外の保健・医 ・福 関する を 会・ 会の 要 を

医 を提 生の する で る

科学 究 と

科学 を 法 理を修 を 医学 を

医 学 科 ・ （ の に 関 る 方 ）



− 6−- 5 - 

情報・科学 の 用

る 会 等の ・科学 を理

の 理 を の を 活 で る ６ 間を する

理科学・ 学・ 科学等 関する 科目を する 理・DS・AI 時
の医 教

生 に て に学

医学教 科目 動 学修する 要 学修・ 法を

る を目 する 教 科目を する 医学・医 関 する ・

を入学 期 学生の医学修 の動機 を

. 学 成 の の方

・ ス 学修目 験 験 ト等

方法 の を する 科目

・共 験 CBT・OSCE 医 験 する 験等 時学

修 を する ・ ト の

学修 を する 教 課

医学 医学科で 教 目 る を する の期間 学 の を

修 の を 学生 学 医学 の学 を す

フ ッ

間 る 理 を の を 利 動 医の

の を る で る

医学 に く

る 医学 動科学 会医学 医学の を の

で活 する で る

療 に く 人 医療

を の る を 理・ 会

を 医 を する で る

ンと 職

を ・ の関

を支援する で る

地域医療 の

外の保健・医 ・福 関する を 会・ 会の 要 を

医 を提 生の する で る

科学 究 と

科学 を 法 理を修 を 医学 を

医 学 科 ・ （ の に 関 る 方 ）

- 6 - 

医学・医 の する で る

情報・科学 の 用

保護等の テ を 等の ・科学 関する を

医学 ・医 活 する で る

生 に て に学

生 学 を する で る

る学生

学の理 教 る 理 を 看護 の を目

生 看護 保健 看護 のス スト

管理 教 ・ 活 で る を目 る の 看護 要

学 ・ ・ を修 する を 看護学の修 意を

の を る

１ 看護学の修 要 学 を する

２ を の の る

３ 動 学 生 学 で 看護学の修 課 の

４ 医 関 する意 を

入学者選抜の 方

る学生 を する 医 を 学

医 を を る 医 医 で の医

を 事 する を で る

学 選抜

学 の 書 書 志願理 書 び 大学入学共通テスト を を

大学入学共通テスト る学 志願理 書等の提出書類 で学修の

度 等学 学 の 活動 志 の意 等を する

医学 看護学科で ・ る の修 を する教 課

を の 提 す

.  程の 成の方

科目を教 科目 外 科目 科目 ・ 看護 科目 ・ ・ ・

の 及び を す

看護学科 ッ ン・ （入学者の 入 に関 る方 ）

看護学科 ・ （ 程の 成 に関 る方 ）
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ることで、医療者として必要な知識や、実践的看護技術、倫理観及び科学的探究心を養うこと

を目標にした教育課程を策定する。 

 
２.  教育課程における教育・学修方法に関する方針 
〈全課程〉 

１．プロフェッショナリズム 

看護専門職者としての社会的な責任と倫理を身につけることを目的として、カリキュラム

を編成する。また、医療・看護学における倫理について学ぶ授業科目を４年間一貫して配置

することで、医療・看護活動や看護研究に関わる様々な倫理的課題に気づく力を養う。 

２．看護学の知識と技術 

看護専門職者として求められる知識と技術を理論と実践の統合をもって学習することを

目的とした「らせん型カリキュラム」を編成する。専門基礎科目から専門看護科目までの知

識の積み重ねと統合を繰り返し行えるよう科目を配置する。 

３．課題対応能力と看護実践能力 

知識の活用、技術の適用、思考過程の明確化に基づいて看護が実践されることを体験的に

知り、それらを統合的活用のできる能力を育成することを目的として、医療機関のみならず

地域の保健・医療・福祉施設との連携・協力のもと臨地実習科目を配置する。 

４．コミュニケーションと多職種連携 

看護専門職者を目指す本学の学生として求められる共通の素養である、高いコミュニケー

ション能力、人間や社会の多様性への理解を身につけることを目的として、カリキュラムを

編成する。具体的には、低学年次から地域の保健・医療・福祉施設や医学部附属病院におけ

る早期からの多職種連携教育を企画する。 

５．地域医療への貢献 

すべての学生が自ら設定したテーマによる研究活動の体験を通じて、看護学における独創

的かつ批判的に考える能力と研究に対する意欲や理解力を養う機会を確保するため、臨床的

知見を踏まえた看護学研究や論文作成の方法を教授する授業科目を配置する。また、国際的

視野の涵養を目指すため、継続的に外国語や国際保健に関する授業を実施するとともに、看

護学研究の一環として海外研修の機会を確保する。 

６．科学的探究心と国際的視野 

地域における保健・医療・福祉ニーズを把握するための基本的能力の修得を目的として、 
専門基礎科目Ⅱにおいて社会福祉制度・疫学・地域保健・地域ケアシステムに関する授業科

目を配置する。 
さらに、低学年時から地域に貢献する医療職としての実践的な能力の修得を目的として、 

看護専門科目において地域包括ケア、在宅療養支援や訪問看護サービスの提供について体系

的な理論を学ぶ授業科目、及び地域の訪問看護ステーション等における実習科目を配置する。 

７．情報・科学技術の活用 

発展し続ける情報化社会や人工知能等の情報・科学技術、またそれらと向き合うための 
倫理観を理解し、これらの理論・技術を正しく活用できるよう、4 年間を横断するように数

理科学・統計学・情報科学等に関する授業科目を配置する（「数理・DS・AI 時代の医療人育

成教育プログラム」）。 
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８．生涯にわたって自律的に学ぶ姿勢 

看護専門職者として自律的学修を継続する能動的姿勢の涵養を目的として、4 年間の講義・

演習・実習を通してアクティブラーニングを取り入れたカリキュラムを編成する。 

〈保健師課程〉 

 公衆衛生看護活動における地域診断の基本的知識及び住民の健康課題の解決に必要な基 

本的技術を養うための授業科目を配置する。 

〈助産師課程〉 

母子保健や女性の健康に関する課題について、助産師に求められる役割と責任を理解し必 
要な助産診断と助産技術を養うための授業科目を配置する。 

〈訪問看護コース〉 

   地域医療や地域包括ケアの中心的役割を担う看護専門職者に求められる知識、技術及び題 
解決力を養うための授業科目を配置する。 

   
 ３.学修成果の評価の方針 

シラバスに記載された学修目標について、筆記試験、実技試験、レポート等、多面的な評価 
方法により、それぞれの到達状況を客観的に評価する。 

また、教育課程レベルでは、ディプロマ・ポリシーに基づいて策定したアウトカムの達成状 
況によって学修成果を評価することに加え、看護学 OSCE、看護基本技術習得チェック表等に

よっても随時学修成果を評価する。 
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の健康で 生活を 利を保 する 保健 の を理

生看護活動を で る

師 程

の 等の 期医 る

を スの支援をする で る

看護

医 を 理 を 看護 支援で る

看 護 学 科 ・ （ の に 関 る 方 ）
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受験 9 2 ( )

入 学 者 選 抜 関 係 日 程

日程は してお 。

学 選 抜 選 抜（前 日 程）

要項 11

出願期間 11 1 ( ) 8 ( ) 出願期間 1 27 ( ) 2 5 ( )

験 医学科・看護学科 12 14 ( ) 験 医 学 科 2 2 5 ( )
2 6 ( )

看護学科 2 2 5 ( )

2 12 ( ) 3 7 ( )

入学 期 2 19 ( ) 入学 期 3 14 ( )

大学入学 ト

出願期間 9 25 ( ) 10 7 ( )

大学入学共通テスト 験 1 18 ( )・19 ( )

大学入学共通テスト 験 1 25 ( )・26 ( )
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注 滋賀県地域医療を担う看護職員養成奨学金 の看護 学科を ３大学を

する の で する看護 を する の 学 制度です 制度の

２６ の 滋賀県地域医療を担う看護職員養成奨学金制度の概要 を 照

医 学 科

出願

等学 等教 学 を 度 及び ６ 度

の で ７ 度大学入学共通テスト 学 教

科・科目 次 参照 を受験 の出願要 を す

出願要

１ 出 学 る学 学 る の医

・ を 学志願の動機 で

で る で る 学 を で る

２ ス ・ 活動 テ 活動等を通 学 生活を

３ 出 学 理 学及び生 ２科目 修 を 理

科 理 理 理 学及び理 生 の ２科目

４ 出 学 る 書の学 の

入学を で る

１ 等学 １ 等教 学 の学 る 制

看 護 学 科

出願

等学 等教 学 を ６ 度 の で

７ 度大学入学共通テスト 学 教科・科目 次 参照 を受験

の出願要 を す

出願要

１ 出 学 る学 学 る ( の看護 保健

・ を 学志願の動機 で

で る )で る 学 を で る

２ ス ・ 活動 テ 活動等を通 学 生活を

３ 出 学 る 書の の ４.０ の

４ 入学を で る

１ 等学 １ 等教 学 の学 る 制

出 願 資 格 等
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学 生 募 集 要 項

学  科
医

医 学 科 ２４ １１

看 護 学 科 １０

医学科 医 １１

滋賀県出 者（注 ）の 医 意 を する 滋賀県医師養成奨

学金 （注 ）を入学 度 を受 事 する の で

事する 医 ト る

する意 を を する です

医 の を の

す

医 の の を

る す

看護学科 医

滋賀県出 者（注 ）の 医 意 を する 滋賀県地域医療を担う看

護職員養成奨学金 （注 ）を入学 度 を受 の で看護 の

事する意 を を する です

医 の を の

す

医 の の を

る す

注 学科の滋賀県出 者 １ ２ の する です

１ の 等学 等教 学 を

医学科においては 度 に し 者 度 に し 者 は の

者。

看護学科においては 度 に し 者 は の者。

２ の 入学する 度の４ １ の１ の

を する

注 滋賀県医師養成奨学金 学医学 医学科の入学 を する

の で する医 を する の 学 制度です 制度の ２２ の 医

学 制度の 要 を 照

募 集 人 員
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１．出願期間 

学     科 出   願   期   間 

医  学  科 
令和６年１１月１日（金）～８日（金）午後５時まで（必着） 

看 護 学 科 

２．出願書類等の提出先及び照会先 

  〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

         滋賀医科大学 学務課入試室入学試験係  電話 077-548-2071（直通） 

３．出願書類等（※印は本学所定の用紙等） 

書   類   等 備             考 

入学志願票（学校推薦型選抜用）  ２１ページの「出願書類記入上の注意」を参照のうえ記入してください。 

電算処理原票※ 〃 

令和７共通テスト成績請求票 

（推薦 国公立推薦型選抜用） 

令和６年１２月１４日（土）の試験当日に回収します。 

（前期日程用等と異なりますので、注意してください。） 

受験票・写真票※ 
写真（３か月以内に撮影した正面上半身、無帽、縦４cm×横３cmのもの）

を写真欄に貼付してください。 

推薦書※ 出身学校長が作成し、厳封したもの。 

志願理由書※ 志願者本人が記入したもの。 

調査書 文部科学省が定めた様式により、出身学校長が作成し、厳封したもの。 

検定料納付確認書 

（巻末に綴込み）※ 

入学検定料 17,000 円を、検定料振込用紙（本学所定の用紙・巻末

に綴込み）を使用し、令和６年１０月１８日（金）から１１月８日（金）

の期間に銀行で振り込んだ後、収納印を受けた「振込金受領証明書」

を貼付してください。 

受験票送付用封筒※ 宛先を記入し、410円分の切手を貼付してください。 

あて名票（Ａ）（Ｂ）※ 
あて名票（Ａ）に出身学校長の宛先を、（Ｂ）には選考結果を受け

る宛先を記入してください。台紙は、はがさないでください。 

住民票等 

＜地元医療枠出願者のみ＞ 

１１ページ記載の滋賀県出身者のうち、（２）に該当する志願者は、

本人又は父母、祖父母、未成年後見人のいずれかの現住所の居住期間及

び本人との続柄が分かる市区町村役場が発行する住民票等の証明書を

提出してください。 

（備考）１．いったん受理した出願書類は、理由のいかんにかかわらず返還できません。 

２．出願書類等に記載事項の記入漏れ、その他不備のある場合は、受理しないことがあります。 

３．出願書類等受付後は、記載事項の変更は認めません。 

４．出願書類に虚偽の申告をした者については、入学後であっても入学許可を取り消すことがあります。 

５．出願書類等の作成に当たっては、２０ページ及び２１ページの「生成 AI の利用について（注意事

項）」を確認してください。 

出 願 手 続 
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大大学学入入学学共共通通テテスストトでで受受験験をを要要すするる教教科科・・科科目目  

学 科 教 科 科    目 科目数 

医 学 科

国 語 『国語』 １

地理歴史 

公 民 

『地理総合，地理探究』、『歴史総合，日本史探究』、『歴史総合，世界史探

究』、『公共，倫理』、『公共，政治・経済』から１科目選択 

（旧教育課程履修者に対する措置） 
『旧世界史Ｂ』、『旧日本史Ｂ』、『旧地理Ｂ』、『旧倫理，旧政治・経済』 か

ら１科目選択 

１

数 学 

『数学Ⅰ，数学Ａ』、『数学Ⅱ，数学Ｂ，数学Ｃ』の２科目 

（旧教育課程履修者に対する措置）

『旧数学Ⅰ・旧数学Ａ』、『旧数学Ⅱ・旧数学Ｂ』 

２

理 科 「物理」、「化学」、「生物」から２科目選択 ２

外 国 語 『英語』必須（リスニングを含む） １

情  報

『情報Ⅰ』 

（旧教育課程履修者に対する措置） 
『旧情報』

１

看護学科 

国 語 『国語』 １

地理歴史 
公 民 

『地理総合，地理探究』、『歴史総合，日本史探究』、『歴史総合，世界史探

究』、『公共，倫理』、『公共，政治・経済』から１科目選択 １

数 学 『数学Ⅰ』、『数学Ⅰ，数学Ａ』、『数学Ⅱ，数学Ｂ，数学Ｃ』から１科目選択 １

理 科 
『物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎』 
（「地学基礎」を除く２つを選択解答）、 
『物理』、『化学』、『生物』から１科目選択 

１

外 国 語 『英語』必須（リスニングを含む） １

情  報 『情報Ⅰ』 １

（注） １. 旧教育課程履修者に対する経過措置として、新教育課程による出題科目・科目選択の方法に加え、旧教育課程

から出題される科目を選択することができます。 
２. 地理歴史・公民から２科目を受験している場合は、第１解答科目の成績を採用します。

３. 看護学科の「数学」について、複数の科目を受験している場合は、高得点の科目の成績を用います。 
４. 看護学科の「理科」について、 

① 基礎を付した『物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎』を選択する場合においては、「物理基礎」、

「化学基礎」、「生物基礎」のうち、いずれか２つを選択解答してください。 
② 理科から２科目を受験している場合は、第１解答科目の成績を採用します。 

５. 外国語は『英語』を必須とし、リーディング及びリスニングの両方を受験してください。 
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出願

学     科 出   願   期   間

医  学  科
日（金） 日（金） （ ）

看 護 学 科

出願書類等の 出 照

  520-2192 滋賀県大

         滋賀医科大学 学 入 入学 係  077-548-2071（ ）

出願書類等（ は 学 の用 等）

書   類   等              

入学志願票 学 ２１ の 出願書類 入 の 意 を 照の 入

電算処理原票

ト成

（ 選抜用）

日（ ）の 日に し 。

（前 日程用等と の 注意してください。）

受験票・ 票
３ ４cm ３cmの の

を

書 出 学 の

志願理 書 志願 入 の

書 科学 出 学 の

書

入学 17,000 を 学 の ・

を ６ １０ １８ １１ ８

の期間 で を け 金 書

を してください。

受験票 を記入し 410 の 手を してください。

票
票 出 学 の 先を を受

る 先を 入 で

票等

地 医療 出願者の

１１ の 出 の ２ する志願

の の の 期間及

び の る する 票等の 書を

提出

１ 受理 出願書類 理 の で

２ 出願書類等 事項の 入 の の る 受理 す

３ 出願書類等受 事項の

４ 出願書類 の を 入学 で 入学 を す す

出願書類等の ２０ 及び２１ の 生 AI の利 意事

項 を

出 願 手 続
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医 学 科 

１．選抜方法 

学校長の推薦書、調査書、志願理由書並びに大学入学共通テストの成績、小論文、面接を総合して合

格者を決定します。 

２．選抜の日程 

月 日 時   間 科 目 等 備        考 

１２月１４日 
（土） 

１０:００～１２:００ 小 論 文 資料に基づいて論述させ、理解力、思考力及び

表現力を評価する。 

１３:３０～ 面  接 
（グループディスカッション） 

将来、医師又は研究者となるにふさわしい資質・

適性の観点から評価する。 
詳細については、受験票送付の際、通知する。 

３．場 所 

  滋賀医科大学（２８ページの「学内の略図」を参照） 

 

４．受験に関する注意 

（１）滋賀医科大学受験票及び令和７共通テスト成績請求票（ 推薦 国公立推薦型選抜用）を忘れず持

参してください。 

なお、令和７共通テスト成績請求票について、試験当日に持参できない場合は、試験当日に申し

出てください。 

また、本学受験票は、入学手続の際に必要となりますので大切に保管してください。 

（２）試験当日は、午前９時２０分までに指定の試験室（受験票送付時に通知します。）に入室してく

ださい。 

（３）小論文の試験開始後３０分以内の遅刻に限り、受験を認めます。 

なお、面接は集合時刻（試験当日に通知）に遅刻した時点で、受験資格を失いますので特に注意してください。 

（４）小論文に使用できるものは、黒鉛筆（シャープペンシル可）、鉛筆削り（電動式を除く）、消しゴ

ム、メガネ、時計（計時機能のみ）、目薬、ハンカチ、ティッシュペーパー（中身だけ取り出した

もの）に限ります。 

（５）昼食（湯茶を含む）を用意してください。 

（６）志願者に対する宿泊施設の斡旋は行いません。 

 

 

看 護 学 科 

１．選抜方法 

学校長の推薦書、調査書、志願理由書並びに大学入学共通テストの成績、面接を総合して合格者を

決定します。 

 

 

選 抜 方 法 等 
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４．出願方法 

出願書類等は、出身学校長を通じて郵送してください。郵送にあたっては出願書類等を一括のうえ、

本本要要項項添添付付のの所所定定のの封封筒筒により『『書書留留・・速速達達郵郵便便』』で送付してください。 

なお、同一学校から複数の志願者がある場合には、志願者別にそれぞれ所定の封筒に封入し、一括し

て別の封筒に入れ『書留・速達郵便』で送付してください。 

また、既卒者については、出身学校長を通じて郵送するか、難しい場合は個人で郵送しても構いませ

ん。 

５．留意事項 

（１）国公立大学の学校推薦型選抜（大学入学共通テストを課す場合、課さない場合を含む）へ出願す

ることができるのは、１つの大学・学部に限られるので、留意してください。 

（２）国公立大学の一般選抜における合格及び追加合格決定業務を円滑に行うため、氏名、本学の受験

番号、大学入学共通テストの受験番号に限り、合否及び入学手続に関する個人情報を、独立行政法

人大学入試センター及び併願先の国公立大学に送達します。 

（３）受験票は、１２月２日（月）頃までに、志願者宛に本学から発送します。１２月５日（木）まで

に受験票が到着しない場合は、１４ページの「出願手続２の照会先」に至急電話連絡してください。 

（４）障害を有する等、受験上及び修学上の配慮を必要とする可能性がある場合は、出願に先立ち事前

相談を行いますので、１８ページを参照してください。 

（５）入学検定料返還該当者への返還手続きについて 

入学検定料返還の該当者は以下のとおりです。以下に該当しない者は理由のいかんを問わず返還

は行いません。該当する者は、１４ページの「出願手続２の照会先」へ１２月５日（木）までに必

ず申し出てください。 

① 検定料を払い込んだが出願しなかった（出願書類等を提出しなかった又は出願が受理されなか

った）者 

② 検定料を誤って二重に払い込んだ者 
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医 学 科

選抜方法

学 の 書 書 志願理 書 び 大学入学共通テストの を

を す

選抜の日程

時   間 科 目 等         

１２ １４

１０:００ １２:００
理 及び

を する

１３:３０   
ス

医 る ・

の する

受験票 の 通 する

  医科大学 ２８ の 学 の を 照

に関 る注意

１ 滋賀医科大学 ト成 （ 選抜用）を

参

ト成 験 で 験

出

学受験票 入学 の 要 すので大 保管

２ 験 前 で の 験 受験票 時 通 す 入

３ の 験 ３０ の 受験を す

時 験 通 時 で 受験 を すので 意

４ で る の 電動 を

時 時機 の 目 テ 出

の す

を を 意

６ 志願 する の

看 護 学 科

選抜方法

学 の 書 書 志願理 書 び 大学入学共通テストの を を

す

選 抜 方 法 等

- 15 - 

出願方法

出願書類等は 出 学 を て してください。 出願書類等を の

要項 の の 書 ・ で

学 の志願 る 志願 の 入

の 入 書留・ で

出 学 を通 する で

意事項

１ 大学の学 大学入学共通テストを課す 課 を 出願す

る で るの １ の大学・学 るので 留意

２ 大学の る 及び を 学の受験

大学入学共通テストの受験 及び入学 関する を 法

大学入 及び 願先の 大学 す

３ 受験票 １２ ２ で 志願 学 す １２ で

受験票 １４ の 出願 ２の照会先 電

４ を する等 受験 及び修学 の を 要 する る 出願 先 事

を すので １８ を 照

入学 の

入学 の の です 理 の を

する １４ の 出願 ２の照会先 １２ で

出

を 出願 出願書類等を提出 出願 受理

を
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で 受験 の教科・科目の を す

験 関する の 出を

を を する

の の ト等 を入 る の る をする

験 の

験 の受験 る をする

の 験の を の る をする

学 を する等 受験 及び修学 の を 要 する る

入学志願 の の事 を すので を する ３ 先

で 出

日（ ）

の事 等で期 要 で る

方 法

の事項を 書 意 ７ 度大学入学共通テスト る 受験 の

事項 通 書 及び健康 書を提出する 要 学 志願

の を る出 学 関 等 の 等を す

書 する事項

１ 志願 の 先電

２ 志願学科

３ 等の 類・ 度

４ 受験 の を する事項

修学 の を する事項

６ 出 学 で 事項

７ 生活の

520-2192 滋賀県大

滋賀医科大学 学 入 入学 係   077-548-2071（ ）

障害等のある入学志願者との事前相談
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選抜の日程

時  間 科 目 等         

１２ １４
９:３０   

ス

看護 保健 る

・ の する

受験票 の 通 する

  医科大学 ２８ の 学 の を 照

に関 る注意

１ 滋賀医科大学 ト成 （ 選抜用）を

参

ト成 験 で 験

出

学受験票 入学 の 要 すので大 保管

２ の 時 等 受験票 時 通 する 書

の 時 時 で 受験 を すので 意

３ 志願 する の

不正行為について

の をする す。不正行為を行 者は 格とし の は

。 に してい ての 科・科目の成 を とし 。

に 害 を 出 る 合 あ

１ 受験票 外の を る る 外の 受験 を

入する

２ 験 教科書・ 書等の 書類 の受験 の を る等 を

３ の受験 を教 る を る等 の を

４ 験時間 ・ ・ 書 を 験 出す

の る を 及び を する

６ の を る 及び を る

７ 験時間 電 ス ト 等の電 機 類を

る する

８ 験時間 ス 電 等の を する

１ ８ 外 の の を る

書 で す の受験

不正行為等の取扱い
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で 受験 の教科・科目の を す

験 関する の 出を

を を する

の の ト等 を入 る の る をする

験 の

験 の受験 る をする

の 験の を の る をする

学 を する等 受験 及び修学 の を 要 する る

入学志願 の の事 を すので を する ３ 先

で 出

日（ ）

の事 等で期 要 で る

方 法

の事項を 書 意 ７ 度大学入学共通テスト る 受験 の

事項 通 書 及び健康 書を提出する 要 学 志願

の を る出 学 関 等 の 等を す

書 する事項

１ 志願 の 先電

２ 志願学科

３ 等の 類・ 度

４ 受験 の を する事項

修学 の を する事項

６ 出 学 で 事項

７ 生活の

520-2192 滋賀県大

滋賀医科大学 学 入 入学 係   077-548-2071（ ）

障害等のある入学志願者との事前相談

- 17 - 

選抜の日程

時  間 科 目 等         

１２ １４
９:３０   

ス

看護 保健 る

・ の する

受験票 の 通 する

  医科大学 ２８ の 学 の を 照

に関 る注意

１ 滋賀医科大学 ト成 （ 選抜用）を

参

ト成 験 で 験

出

学受験票 入学 の 要 すので大 保管

２ の 時 等 受験票 時 通 する 書

の 時 時 で 受験 を すので 意

３ 志願 する の

不正行為について

の をする す。不正行為を行 者は 格とし の は

。 に してい ての 科・科目の成 を とし 。

に 害 を 出 る 合 あ

１ 受験票 外の を る る 外の 受験 を

入する

２ 験 教科書・ 書等の 書類 の受験 の を る等 を

３ の受験 を教 る を る等 の を

４ 験時間 ・ ・ 書 を 験 出す

の る を 及び を する

６ の を る 及び を る

７ 験時間 電 ス ト 等の電 機 類を

る する

８ 験時間 ス 電 等の を する

１ ８ 外 の の を る

書 で す の受験

不正行為等の取扱い
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日（ ） 前 （ ）

学 https://www.shiga-med.ac.jp/ の受験 を

通 書 入学 書類等を す 学

を 書 通 す

入学 書類等 ２ １３ ２ １４ 入学 験 １４

の 出願 ２の照会先 電

日

・ に る

日（ ）

手続 （ ）

520-2192 滋賀県大

        滋賀医科大学 学 入 入学 係  077-548-2071（ ）

金

１ 入学 282,000
２ ６ 度 267,900 期 535,800

る の 及び の 通 す

期 の 学 の 書 ７

す

を する で す

学 時 を す

金の 等

入学 及び 等の制度 関する 等 通 す

出書類等

入学 要 書類 の 通 書を する す

意事項

１ 入学 学受験票 大学入学共通テスト受験票 要 すので

意

２ 学 で 学の する期 で 入学 を 学

の の 利を の 大学を受験

を 事 を 等学 ７ ２ １９

時 で 学 願 意 を 学 提出 を

の で

入 学 手 続

合 格 者 発 表
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日（ ） 前 （ ）

学 https://www.shiga-med.ac.jp/ の受験 を

通 書 入学 書類等を す 学

を 書 通 す

入学 書類等 ２ １３ ２ １４ 入学 験 １４

の 出願 ２の照会先 電

日

・ に る

日（ ）

手続 （ ）

520-2192 滋賀県大

        滋賀医科大学 学 入 入学 係  077-548-2071（ ）

金

１ 入学 282,000
２ ６ 度 267,900 期 535,800

る の 及び の 通 す

期 の 学 の 書 ７

す

を する で す

学 時 を す

金の 等

入学 及び 等の制度 関する 等 通 す

出書類等

入学 要 書類 の 通 書を する す

意事項

１ 入学 学受験票 大学入学共通テスト受験票 要 すので

意

２ 学 で 学の する期 で 入学 を 学

の の 利を の 大学を受験

を 事 を 等学 ７ ２ １９

時 で 学 願 意 を 学 提出 を

の で

入 学 手 続

合 格 者 発 表
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選抜 の出願

１ 学 の志願 学を の 大学・学

の 出願する で す 出願する 期 の大学・学 １

期 の大学・学 １ の ２ の大学・学 出願する で す

大学入学共通テストの受験を要する教科・科目 大学・学 の

２ 学 の志願 学の 出願する 学 出願書類等

の 出願書類等 の 要項を 照 を 出願期間 ７ １

２７ ２ 提出

の

入学の 度 の出 学 の を受理 す

           

学 入学 を通 の すので

１ の保護 関する法 及び 大学法 医科大学

保護 す

２ 出願書類等 の の 入学 出願処理

入学 を 利 す

３ 入学 験 の入学 方法の の 利 す

４ ・ を での利 の を 学

の を受 受 受

を する 要 る 度で の を

提 す

大学の る 及び を 学の受験

大学入学共通テストの受験 及び入学 関する を 法

大学入 及び 願先の 大学 す

６ 出願書類等 教 関 学 修学 等 学生支援関 健康

管理 学 等 関する を 利 す

学で 学生・教 ChatGPT の生 AI 利 の 学

学の教 る生 AI の 方 https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-
support/education/chatgpt す 出願 の 意事項を

要 提出書類の を

個人情報の取扱い

生成 AI の利用について（注意事項）
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滋賀県医師養成奨学金制度の概要

奨学金 の 者

の医 機関等で医 事する 医 する意 を

の入学 の 医科大学医学 医学科 入学する学生 です

奨学金の 等

１ 180 を 度 す

２ 大学を する での６ 間 度 す 学 留学 学 留

で する 学 の 1,080 です ６

の

  大学 学 の を す

１ 大学を 学

２ 大学 学の処 を受

３ の の 修学を する る

４ 学 の る ３度留 等

６ 学 の を受 る

７ の の方法 学 の を受

８ の 学 の目 を する る

奨学金の

の 学 を 利 10 の利 の

６ で す

利 度 を の 事

での期間 ６ 学 の ２ する期間 の

利 10 で 算 す

１ ３ の 事 学 の

２ 大学を 算 ２ を経 する で 医 を

３ ６ 学 の １ る の要

６ 学 の ２ する

奨学金の

  学 の 生 大学 大学 で医学を 修する課 る

の を 理 る 期間 す

奨学金の

１ 医 の の の 会の

を経 学 の を す

- 21 - 

注意事項

1. 生 AI る を の の 提出する す

2. 出願書類等の ・ 入学 の受入 関する方

学 学の教 る生 AI の 方 を

3. 入学 学修 の ス の

のを提出

・ の を で 入

の 入 で

入学志願

１ １ ８ での項目 す の志願 入 ９ １０ 入

２ ４ 生 日 の ・ は日 の 合は 前に を し として記入してく

ださい。

３ は は の を記入してください。

４ ６ 大学入学共通テスト 教科等 大学入 ６ １０

で 等 学 受験を要する 教科・科目を出

願 間 を で を 入

８ 合格 を ける と の 記入してください。

と 合は 上 と記入してください。

お の の （ ）については 志願者 人の

（ ）とは の 護者等の志願者 人と のつく方の （ ）

を記入してください。

理

１ の項目 入 で 学で 入 す ) 

２ ７共通テスト 票 する 票 験

１２ １４ すので 学

期 及び 期 の 票 すので 意

票の を受 の です

３ 入学志願票の 入 １ ２の を 入

４ 出願 入学志願票の ７ を を 入

看護学科志願 １ 入

等学 等 入学志願票の ７ を の

を 入 看護学科志願 ０７ 入

６ 等学 等 入学志願票の ７ 入 等学 等

を 入

出 願 書 類 記 入 上 の 注 意



− 22−- 22 - 

滋賀県医師養成奨学金制度の概要 

１．奨学金貸与の対象者 

将来、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することにより地域医療に貢献する意思を有し、

一般の入学者とは別の選抜枠により滋賀医科大学医学部医学科に入学する学生が対象です。 

 

２．奨学金の額等 

 （１）年年額額 118800 万万円円をを毎毎年年度度一一括括貸貸与与します。 

 （２）大学を卒業するまでの６年間、毎年度貸与します。ただし、休学、留学、復学または留年し

た場合であっても、同同一一人人にに貸貸与与すするる奨奨学学金金のの総総額額はは 11,,008800 万万円円でですす。。（（貸貸与与回回数数６６回回）） 

 

３．貸与契約の解除 

  大大学学在在学学中中、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当ししたた場場合合にに契契約約をを解解除除ししまますす。。  

 （１）大学を退学したとき。 

 （２）大学から停学の処分を受けたとき。 

 （３）心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

 （４）学業の成績が著しく不良になったと認められるとき。（３度留年した場合 等） 

 （５）死亡したとき。 

（６）奨学金の貸与を受ける者としてふさわしくない非行があったとき。 

（７）虚偽その他不正の方法により奨学金の貸与を受けたことが明らかとなったとき。 

（８）その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

 

４．奨学金の返還 

次次ののいいずずれれかかにに該該当当ししたたととききはは、、貸貸与与さされれたた奨奨学学金金をを、、年年利利 1100％％のの利利息息ととととももにに、、該該当当ししたた日日のの

翌翌月月かからら６６かか月月以以内内にに一一括括でで返返還還ししてていいたただだききまますす。。 

なお、利息は毎年度貸与した金額それぞれについて、貸与を行った日の翌日から返還事由に該当

した日までの期間（「６．奨学金の返還免除」（２）に該当する期間は除く。）の日数に応じ、年

利 10％で計算します。  

 （１）「３．貸与契約の解除」に掲げた事由により、奨学金の貸与契約が解除されたとき。 

 （２）大学を卒業した日から起算して２年を経過する日までに医師免許を取得しなかったとき。 

 （３）「６．奨学金の返還免除」（１）に掲げる返還免除の要件に該当しないこととなったとき。 

（「６．奨学金の返還免除」（２）に該当するときは除く。） 

 

５．奨学金の返還猶予 

  奨学金の返還義務が生じた後、引き続き大学または大学院で医学を履修する課程に在籍している

とき、その他やむを得ない理由があるときは、当該期間は返還が猶予されます。 

 

６．奨学金の返還免除 

 （１）医医師師免免許許取取得得後後、、次次ののアア～～ウウののいいずずれれのの条条件件もも満満たたししたた場場合合（（イイメメーージジ図図））、、滋滋賀賀県県議議会会のの

議議決決をを経経てて、、貸貸与与ししたた奨奨学学金金のの返返還還をを全全額額免免除除ししまますす。。 
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注意事項 

1. 生成 AI による成果物をそのまま自己の成果物として提出することは禁止します。 
2. 出願書類等の作成に当たっては、「アドミッション・ポリシー（入学者の受入れに関する方針）」、

本学ホームページ「本学の教育現場における生成 AI への向き合い方」を確認してください。 
3. 不正が疑われたり、入学後に学修上のミスマッチが起きたりしないよう、自らの責任におい

て十分に考えたものを提出してください。 
 

 

 
 黒・青のボールペン又はインクを使用し、自筆で丁寧に記入してください。 

 ※印の欄は、記入しないでください。 

 

１．入学志願票 

（１）１ から ８ までの項目にはすべての志願者が記入し、９、１０（裏面）は該当者が記入

してください。 

（２）４「生年月日」欄の年・月又は日が一桁の場合は、前に０を付し二桁として記入してく

ださい。 

（３）５ 「性別」欄へは１又は２の性別コードを記入してください。 

（４）６ 「大学入学共通テスト登録教科等確認」欄へは、大学入試センターから令和６年１０

月下旬までに届く確認はがき等により、本学が受験を要するとして指定した教科・科目を出

願において間違いなく登録したことを確かめたうえで、確認欄に○印を記入してください。 

（５）８ 「合格通知を受ける場所」と「緊急時の連絡先」も必ず記入してください。現住所

と同じ場合は「同上」と記入してください。 

なお、「緊急時の連絡先」の電話番号（携帯電話）については、志願者本人の電話番号

（携帯電話）とは別の保護者等の志願者本人と必ず連絡のつく方の電話番号（携帯電話）

を記入してください。 

 

２．電算処理原票 

（１）①から③の項目は、記入しないでください。（本学で記入します。) 

（２）④「令和７共通テスト成績請求票貼付欄」に貼付する「成績請求票」については、試験当日 
（１２月１４日（土））に回収しますので、持参してください。（学校推薦型選抜用、総合型選抜

用、前期日程用及び後期日程用の成績請求票は、それぞれ異なりますので注意してください。） 
なお、成績請求票の再発行を受けた場合は、再発行分のみが有効です。 

（３）⑤「性別」欄については、入学志願票の ５ に記入した１又は２の性別コードを記入し

てください。 

（４）⑥「出願資格」欄については、入学志願票の ７ に○を付した数字を記入してくださ

い。（看護学科志願者は１と記入してください。） 

（５）⑦「高等学校等卒業コード」欄については、入学志願票の ７ に○を付した横の卒業コ

ードを記入してください。（看護学科志願者は０７と記入してください。） 

（６）⑧「高等学校等コード」欄については、入学志願票の ７ に記入した高等学校等コード

を記入してください。 

出 願 書 類 記 入 上 の 注 意 
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滋賀県医師キャリア形成プログラムについて 

 

１．目的 

（１）対象医師のキャリア形成を支援し、滋賀県の地域医療を支える人材を育成する。 

（２）対象医師の県内医療機関への就業や定着を促すとともに、医師が不足する医療機関への派遣

により県内の医師偏在の解消を図る。 

 

２．プログラム参加対象者 

  以以下下のの（（１１））～～（（３３））のの者者ににはは、、卒卒業業後後、、本本ププロロググララムムがが適適用用さされれまますす。。  

（１）滋滋賀賀県県医医師師養養成成奨奨学学金金のの貸貸与与をを受受けけたた者者（（地地域域枠枠でで入入学学しし、、卒卒業業ししたた医医師師）） 

（２）滋賀県医学生修学資金（全国の医学部在籍者を対象とした修学資金）の貸与を受けた者 

（３）その他キャリア形成プログラムの適用を希望する医師 

 

３．プログラム対象診療科 

 内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳

神経外科、放射線科、麻酔科、病理、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療 

 ※（一社）日本専門医機構が定めた 19 の基本診療科のうち、滋賀県内に基幹施設のある 18 の基本診療科 

 

４．プログラムの対象となる期間 

   奨奨学学金金等等のの県県内内従従事事期期間間とと同同じじであり、期間中、県県がが定定めめたた県県内内のの医医師師不不足足地地域域でで一一定定期期間間就就

業業すするる必必要要ががあありりまますす。。 

 

５．プログラムの策定方針 

（１）各診療科のプログラムを滋賀県医師キャリアサポートセンター（以下「センター」という。）

で作成し、滋賀県地域医療対策協議会で決定します。 

（２）プログラム参加対象者は、入入学学時時ににププロロググララムムへへのの参参加加のの同同意意、臨床研修２年目に診療科の

選択を行います。 

（３）プログラム参加対象者が選択した診療科において、センターは県内医療機関での勤務とキャ

リア形成が両立できるよう、必要なサポートを行います。 

（４）プログラム開始後も、センターは随時面談を実施し、プログラム参加対象者の希望を確認し、

その都度修正を行います。 

 

※本プログラムは毎年、対象医師や学生に意見聴取を行い、滋賀県地域医療対策協議会において協議

のうえ更新しますので、今後変更の可能性があります。 
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   ア 医師免許を取得した後、直ちに返還免除対象施設※において、引き続き９年間（以下「県

内従事期間」という。）、診療業務等（臨床研修および専門研修ならびに行政機関におけ

る公衆衛生医師としての業務を含む。以下同様。）に従事すること。 

※ 返還免除対象施設は以下のとおり。 

① 県内の病院 

② 県内の診療所（総合診療専門研修プログラムにおいて基幹施設または連携施設と

されている診療所、在宅療養支援診療所に限る。） 

③ 県内の行政機関（公衆衛生医師として勤務する場合に限る。） 

   イ 県内従事期間中、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定める滋賀県医師キャリア形成

プログラム（２４ページ参照）に参加すること。 

ウ 臨床研修修了後、４年以上、返還免除対象施設（キャリア形成プログラムにおいてＡ群に

分類される病院を除く。）において診療業務等に従事すること。 

   

 

 （２）下下表表のの①①～～⑧⑧にに該該当当すするる期期間間はは、、県県内内従従事事期期間間にに算算入入さされれまませせんんののでで、、当当該該期期間間分分、、県県内内従従

事事期期間間がが延延長長さされれまますす。。  

        

 （３）業務上の理由による死亡その他やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難となっ

たと認めるときは、滋賀県議会の議決を経て、奨学金の返還を全額または一部免除します。 

 

７．その他 

（１）本奨学金は、滋賀県医師養成奨学金貸与要綱および同細則に基づき貸与します。 

 （２）一般社団法人日本専門医機構では、都道府県との同意なく、地域枠等における従事要件を履

行せず専門研修を修了した場合、当該医師を専門医として認定しない取り扱いとされています

ので、留意してください。  

イメージ図 
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滋賀県地域医療を担う看護職員養成奨学金制度の概要
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成 前 ンについて

目

医 する意 を する学生 医 の する意 の を

学生 学生の期間を通 医 する を る 支援する

参 者

の １ ３ の の 意 学生 を す

１ 医 学 の を受 る で入学 学生

２ 事要 る 出 で入学 学生

３ の の 意 学生

の と る

入学時 の 意を 時 で

ンの内 （ の あ ）

１ 医 ト 会

で活 する先 医 での で

を す

２ 学 で 医 の 験 で る 課外

    で活 する医 を 医 を志す医学生等 を す

３ の医 ・ を学 修

    の医 ・ を学 の 修を の医 機関 する医

看護 の の方 交 する機会を す

４ 医科大学・ 学生の 医

    医科大学 会 会 共 で 医 を の で 験する

医 する動機を する 医 事する 間 の交 を る

を目 医 を す

ンは 学生に意 取を行い 滋賀県地域医療 において のう

し の の あ

【奨学金・キャリア形成プログラム・卒前支援プランに関する問合せ先】

滋賀県健康医療福祉部              詳しくはこちら

       医療政策課医療人材確保係

TEL 077-528-3613        

e-mail ef00070@pref.shiga.lg.jp 
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滋賀県地域医療を担う看護職員養成奨学金制度の概要 

地域医療のリーダーとなる資質の高い看護職を養成するとともに、卒業後の県内定着を促進す

ることを目的とした制度です。 
大大学学卒卒業業後後、、１１年年６６月月以以内内にに免免許許をを取取得得しし、、県県内内でで６６年年間間看看護護職職員員ととししてて業業務務にに従従事事すするるここととにに

よよりり、、奨奨学学金金のの返返還還がが免免除除さされれまますす。。制度の概要は以下のとおりです。 
 

１．奨学金貸与の対象者 

将来、滋賀県内にある医療機関、福祉施設、保健所等（以下「医療機関等」という。）において

看護職員の業務に従事する意思を有し、看護地域枠により大学に選抜され入学する学生が対象で

す。 
 

２．奨学金の額等 

（（１１））年年額額 6600 万万円円をを毎毎年年度度一一括括貸貸与与します。 
（２）大学を卒業するまでの４年間、毎年度貸与します。ただし、休学、留学または留年した場

合であっても、同同一一人人にに貸貸与与すするる奨奨学学金金のの総総額額はは 224400 万万円円でですす（（貸貸与与回回数数４４回回））。。 
 

３．貸与契約の解除 

大大学学在在学学中中、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当ししたた場場合合、、契契約約をを解解除除ししまますす。。  
（１）大学を退学したとき。 
（２）心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 
（３）学業の成績が著しく不良になったと認められるとき。 
（４）奨学生としてふさわしくない非行のあったとき。 
（５）死亡したとき。 
（６）虚偽その他不正の手段により奨学金の貸与を受けたことが明らかになったとき。 
（７）その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

 
４．奨学金の返還 

奨学生であった者が、大大学学をを卒卒業業ししたた日日（（契契約約がが解解除除さされれたた場場合合はは、、当当該該解解除除のの日日））のの翌翌月月かか

らら、、貸貸与与をを受受けけたた期期間間にに相相当当すするる期期間間内内にに月月賦賦ももししくくはは半半年年賦賦のの均均等等払払いいままたたはは一一括括払払いいにによよりり

返返還還ししてていいたただだききまますす。。  
ただし、「「５５．．返返還還のの猶猶予予」」おおよよびび「「６６．．奨奨学学金金のの返返還還免免除除」」のの要要件件にに該該当当すするる場場合合ははここのの限限

りりででははあありりまませせんん。。 
 

５．返還の猶予 

次のいずれかに該当した場合、そそれれぞぞれれのの理理由由がが継継続続すするる期期間間、、奨奨学学金金のの返返還還をを猶猶予予ししまますす。。  
（１）奨学金の貸与契約が解除された後、引き続き当該大学に在学しているとき。 
（２）返還の免除を受ける見込みがあると認められるとき。 
（３）妊娠もしくは出産に伴う産前産後休暇もしくは育児休暇またはこれらに相当する休暇を取

得しているとき。 
（４）当該大学を卒業した後、他種の養成施設または大学院に在籍しているとき。 
（５）医療機関等を離職した後、３月以内に県内の他の医療機関に再就業しようとするとき。 
（６）上記のほか、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により業務に従事していないとき。 
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キャリア形成卒前支援プランについて 

 

１．目的 

地域医療へ貢献する意思を有する学生に対し、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を

図り、対象学生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描けるように支援する。 

 

２．プログラム参加対象者 

  以以下下のの（（１１））～～（（３３））のの者者ののううちち、、同同意意がが得得らられれたた学学生生にに本本ププラランンをを適適用用ししまますす。。  

（１）滋滋賀賀県県医医師師養養成成奨奨学学金金のの貸貸与与をを受受けけてていいるる者者（（地地域域枠枠でで入入学学ししたた学学生生））  

（２）従事要件がある地元出身者枠で入学した学生 

（３）その他キャリア形成プログラムの適用について同意した学生 

 

３．プログラムの対象となる期間 

  入学時または当該プランへ適用の同意を得た時から卒業まで。 

 

４．プランの内容（※今後変更の可能性あり） 

（１）滋賀県医師キャリアサポートセンター懇談会 

滋賀県で活躍する先輩医師が講師となり、これまでのキャリアや滋賀県で働く魅力について

講演を行います。 

（２）「学内で地域医療の体験ができる」課外授業シリーズ 

    地域で活躍する医師を講師に招き、地域医療を志す医学生等に向けて講義を行います。  

（３）滋賀県の医療と歴史・文化を学ぶ「宿泊研修」 

    滋賀県の医療と歴史・文化を学ぶ一泊二日の宿泊研修を行い、地域の医療機関に勤務する医

師や看護師、地元の住民の方と直接交流する機会を設けます。 

（４）自治医科大学・地域枠学生の夏季地域医療実習 

    自治医科大学滋賀県同窓会（さざなみ会）と共同で、地域医療を第一線の現場で体験するこ

と、地域医療に対する動機を明確にすること、将来地域医療に従事する仲間との交流を深める

ことを目的に地域医療実習を行います。 

 

※本プランは毎年、対象学生に意見聴取を行い、滋賀県地域医療対策協議会において協議のうえ更新

しますので、今後変更の可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【奨学金・キャリア形成プログラム・卒前支援プランに関する問合せ先】 

滋賀県健康医療福祉部               詳しくはこちら 

       医療政策課医療人材確保係  

TEL 077-528-3613          

e-mail  ef00070@pref.shiga.lg.jp  
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医学科における研究医の養成について
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医学科における研究医の養成について

医学の 教 を 医学 す 学で 医の の

医学科 学 する 活動 医学 の 要

を る の機会を提 する 医 ス を す

の ス 入 の ・ ・学 入学 関 で す

研究医養成

１ 医 ス 入 医 ス 医 ス す
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支援

等 入学 282,000   535,800
の支援 課 の学生 の支援 です

課 る の学生 課 の学生の 2/3 1/3 の支援

す

学 TOP 教 ・学生支援 学生生活 等教 修学支援 制度

https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/student-life/study-support

入学 の 制度

経 で る学生を の 入学 及び の を する制度です

学 TOP 教 ・学生支援 学生生活 ・

https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/student-life/tuition-exemption

奨学金制度

１ 学生支援機

学 経 理 学 学生支援機

の を経 学 の る を受 る で す 学生支援

機 学 の 類 の です

類    ６ 度

学

通学
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る 7,300

外通学
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22,300

る 16,700

学

・ 利 １
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学

・ 利 ２
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学 ３
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２ の 方 共 及び 間の 学 る 学制度 す

学 TOP 教 ・学生支援 学生生活 学 等

https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/student-life/scholarships
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大 学 案 内
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【支援額】 

授業料等減免上限額 入学料：282,000 円  授業料：535,800 円 
※上記の支援額は、住民税非課税世帯の学生への支援額です。  
※住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生は、住民税非課税世帯の学生の 2/3 又は 1/3 の支援額と

なります。

【掲載箇所】 
本学ホームページ TOP→教育・学生支援→学生生活→高等教育修学支援新制度 

 https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/student-life/study-support 
 

２．入学料及び授業料の徴収猶予制度 

経済的に困難である学生を対象に選考のうえ、入学料及び授業料の徴収を猶予する制度です。 
 【掲載箇所】 

本学ホームページ TOP→教育・学生支援→学生生活→授業料免除・徴収猶予 
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/student-life/tuition-exemption 
 

３．奨学金制度 

（１）日本学生支援機構 
人物、学業成績ともに優れ、かつ経済的理由により就学困難な者は、日本学生支援機構

の選考を経て、奨学金の給付あるいは貸与を受けることができます。なお、日本学生支援

機構奨学金の種類と貸与月額は、下表のとおりです。 

種類 区分 給付（貸与）月額   （参考 令和６年度） 

給付型奨学金 

自宅通学者 
第Ⅰ区分 29,200 円 第Ⅱ区分 19,500 円 
第Ⅲ区分  9,800 円  

第Ⅳ区分（多子世帯に限る） 7,300 円 

自宅外通学者 
第Ⅰ区分 66,700 円 第Ⅱ区分 44,500 円 
第Ⅲ区分 22,300 円 
第Ⅳ区分（多子世帯に限る） 16,700 円 

第一種奨学金 
（貸与・無利息）※１ 

自宅通学者 20,000 円・30,000 円・45,000 円 
自宅外通学者 20,000 円・30,000 円・40,000 円・51,000 円 

第二種奨学金 
（貸与・有利子）※２  2 万円～12 万円の間の 1 万円単位で希望貸

与月額を選択 

入学時特別増額貸与奨

学金※３  
10 万円・20 万円・30 万円・40 万円・50 万

円の中から選択。初回の奨学金振込み時に増

額して貸与。 

※１ 給付型奨学金受給者は、第一種奨学金の貸与月額が減額されます。詳細は日本学生支援機
構ホームページを参照してください。  

※２ 在学中は無利息、卒業後は３％を上限とする利息付き。  
※３ 入学時特別増額貸与奨学金だけの貸与はできません。（日本政策金融公庫の国の教育ロー

ンを利用できなかったものに限る）  

（２） その他、地方公共団体及び民間の奨学団体による育英奨学制度があります。 
【掲載箇所】 
本学ホームページ TOP→教育・学生支援→学生生活→奨学金等 
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/student-life/scholarships 
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大 学 案 内 
 
本学は、昭和49 年10月に医学部医学科を設けて開学し、昭和53 年10 月には附属病院を開院しました。昭

和 56 年３月に第１回卒業生を送り出し、昭和 56 年には大学院医学専攻博士課程を設置しました。また、平

成６年には医学部に看護学科を、平成 10 年には大学院に修士課程看護学専攻を設置しました。さらに、令和

６年には大学院に看護学専攻博士後期課程を設置し、設置にあわせて、修士課程を博士前期課程に名称変更

しました。 
医学科においては、６年の教育課程を修了し、卒業を認定された者に対して、学士（医学）の学位を授与し

ます。また、卒業すると、医師国家試験受験資格が得られます。 
なお、医学科にはPhD－MD 制度があります。PhD－MD 制度とは、医学科４年修了後ただちに大学院に

進学して、博士号の学位（PhD）を取得した後、本人の意思により医学科５年に復学して臨床医を目指す道、

あるいは基礎系研究者となる道のいずれかを選択できる制度のことをいいます。 
看護学科においては、４年の教育課程を修了し、卒業を認定された者に対して、学士（看護学）の学位を授

与します。また、卒業すると、看護師の国家試験受験資格が得られます。なお、保健師または助産師の課程（い

ずれも選択制・定員制・学内選抜）を修了した者は、看護師のほか保健師または助産師の国家試験受験資格も

得られます。 

 

 

１．入学料   282,000 円 

２．授業料   未定（参考：令和６年度 267,900 円（前期分）［年額 535,800 円］） 
（備考）（１）授業料については、年額を納付することができます。 

（２）授業料が在学中に改定された場合は、改定時から新しい授業料を適用します。 
３．学生教育研究災害傷害保険（参考：令和６年度） 

医学科   4,800 円（６か年分） 
看護学科  3,370 円（４か年分） 

４．学研災付帯学生生活総合保険（参考：令和６年度） 

医学科   51,450 円（６か年分） 
看護学科  37,170 円（４か年分） 

 

 
 

１．高等教育修学支援新制度 

住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯を対象に、学生生活に必要な生活費等をカバーする給

付型奨学金と授業料等減免による支援を行う制度です。 

この制度による支援を受けるには、進学する前年に高校などを通じて、あるいは進学後に大

学を通じて、日本学生支援機構（JASSO）の給付型奨学金に申し込みが必要です。 

授業料等減免の支援額は、次ページの表のとおりです。（給付型奨学金の支援額は「３．奨

学金制度（１）日本学生支援機構」の項目に記載。） 

入学時の諸経費 

修 学 支 援 制 度 
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学 生 ・ ・書 ススト

等 生活の す

学生の健康管理の 保健管理 を 健康で る 学生生活 る 時

医 及び看護 の の 処 の 健康 を する 健康

及び保健 を す

学 の を の健康を る を する医

を で す

学生 研究 害障害 （略 学研 ）

教 活動 の 外 の事 を 通学 の事 ・学

等 間の 動 生 事 を 及び

る を受 の 等 要 費 保険

支 る保険です 学で 入する を原 す

学研 学生生 合 （略 学 ）

学 保険等を を学生生活 のです 学生 の

の 事 る の の 等を受 を

等の をする の保険です 学で 入する を原

す

課外活動 テ ス ト ト ト

テ ・ 等 の課外活動 活動 す

SUMS ESS 管 ・

書会 ・ Jingle Jangle 保健・ 医 会TukTuk
医学 Affiniche 学 支援 テ ト ス

医 SALSA 会 ス AMU’S
る ス 会HAMMOCK 医学 会

・ ・ ・ 医科大学 会 る

会 る 医 MECA

ト ス ト

ス ト

ト

ス

制 度

利 ・ 生

理
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る を受 の 等 要 費 保険
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